
④ 学校における合理的配慮の観点（障がい種別ごと） 

 

 本資料は、文部科学省「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

ム構築のための特別支援教育の推進（報告）別表」を参考に作成したものです。

下線部は愛媛県総合教育センターにおいて追加しました。 

◆ここに示されているものは、あくまで例であり、これ以外は「合理的配慮」

として提供する必要がないということではありません。 

◆複数の障がいを併せ有する場合には、各障がい種別に例示している「合理的

配慮」を柔軟に組み合わせ検討しましょう。 

◆記載していない項目についても、「合理的配慮」として提供する必要がない

というものではありません。一人一人の障がいの状態や教育的ニーズ等に応

じて検討しましょう。  
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※文部科学省「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進 

（報告）別表」を参考に作成したものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

◎【視覚障がいと聴覚障がい】障がいの重複の状態と学習の状況に応じた適切なコミュニケーシ

ョン手段を選択するとともに、必要に応じて状況説明を含めた情報提供を行う。         

・補聴器、弱視レンズ、拡大文字、簡単な手話の効果的な活用をする。 等 

①-2-3 心理面・健康面の配慮 

◎【視覚障がいと聴覚障がい】見えにくく聞こえにくいことから多人数と同時にコミュニケーシ

ョンが取りにくいため、学級内で孤立しないように、適時・適切な情報の提供を保障する。 
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